
モデルケース①
独身（給与収入３００万円）
個人住民税（所得割額）が１２６，５００円だった場合

斜里町

居住地の自治体・税務署居住地の自治体・税務署

寄附

確定申告

税金の軽減

○所得税の限界税率⇒５％・・・（Ａ）
○個人住民税の特例控除の上限
（住民税所得割額の１割）＝１２６，５００円×１割≒１２，７００円・・・（Ｄ）

寄付金控除の対象寄付金控除の対象額（Ｂ）額（Ｂ） １０，０００円１０，０００円

個人住民税控除個人住民税控除 ９，５００円９，５００円

寄付金寄付金 １５，０００円１５，０００円

所得税控除所得税控除

５００円５００円

適用下限額
（寄付金控除の対象外）

基本控除基本控除
１，０００円１，０００円

特例控除特例控除
８，５００円８，５００円

住民税の基本控除額
（Ｂ）×１０％

５，０００円

所得税の所得控除による税額軽減

（Ｂ）×（Ａ）

住民税の特別控除額
９０％－（Ａ）５％＝８５％（Ｃ）

（Ｂ）×（Ｃ）＜特例控除の上限額（Ｄ）

寄付しない場合

住民税 １２６，５００円
所得税 ６２，０００円

住民税 １１７，０００円
所得税 ６１，５００円

△１０，０００円

所得税と個人住民税あわせて１０，０００円が控除１０，０００円が控除

寄付した場合

寄付金控除の対象寄付金控除の対象額（Ｂ）額（Ｂ） ２５２５，０００円，０００円

個人住民税控除個人住民税控除 １１５５，，２０２００円０円

寄付金寄付金 ３３００，０００円，０００円

所得税控除所得税控除

１，１，２５０２５０円円

適用下限額
（寄付金控除の対象外）

基本控除基本控除
２２，，５５００円００円

特例控除特例控除
１２，７００円１２，７００円

住民税の基本控除額
（Ｂ）×１０％

５，０００円

所得税の所得控除による税額軽減

住民税の特別控除額
９０％－（Ａ）５％＝８５％（Ｃ）

（Ｂ）×（Ｃ）＞特例控除の上限額（Ｄ）

１万５千円（３口） 寄付した場合

３万円（６口） 寄付した場合

寄付しない場合

住民税 １２６，５００円
所得税 ６２，０００円

住民税 １１１，３００円
所得税 ６０，７５０円

△１６，４５０円

所得税と個人住民税あわせて１１６６，，４５４５０円が控除０円が控除

寄付した場合

控除されない部分控除されない部分

８，５５０８，５５０円円（Ｂ）×（Ａ）

＊個人住民税は、一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
＊個人住民税（年額）は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。




